
大田市下水道等排水設備指定工事店規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

 

  令和３年３月２５日 

 

                  大田市長  

 

大田市規則第２２号 

大田市下水道等排水設備指定工事店規則の一部を改正する規則 

大田市下水道等排水設備指定工事店規則（平成１８年大田市規則第

３５号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」及び「［注］法人の場合は会社印を押印するこ

と。」を削る。 

様式第２号、様式第４号、様式第７号及び様式第８号中「㊞」を削

る。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 


